
（第１３号議案 ） 
中野区長等の給料等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（給料の額） （給料の額） 

第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」と

いう。）は、次の表のとおりとする。 
第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」と

いう。）は、次の表のとおりとする。 

区長 １，２４５，６００円 

副区長 ９９９，９００円 

教育長 ８７６，４００円 

常勤の監査委員 （略） 
 

区長 １，２４１，３００円 

副区長 ９９６，５００円 

教育長 ８４４，４００円 

常勤の監査委員 （略） 
 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

 （支給方法等）  （支給方法等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１００分

の４５を乗じて得た額の合計額に、３月に支給する場

合においては１００分の２５、６月に支給する場合に

おいては、中野区長、副区長及び教育長にあつては１

００分の１５７、常勤の監査委員にあつては１００分

の１５２、１２月に支給する場合においては、中野区

長、副区長及び教育長にあつては１００分の１６１、

常勤の監査委員にあつては１００分の１５６を乗じ

て得た額に、中野区職員の期末手当に関する規則（昭

和５０年中野区規則第３９号）第３条の支給割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１００分

の４５を乗じて得た額の合計額に、３月に支給する場

合においては１００分の２５、６月に支給する場合に

おいては１００分の１５２、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１５６を乗じて得た額に、中野区

職員の期末手当に関する規則（昭和５０年中野区規則

第３９号）第３条の支給割合を乗じて得た額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

附 則 附 則 

１～２０ （略） １～２０ （略） 

２１ 平成２８年３月に支給する期末手当に関する第

５条第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の２５」とあるのは、中野区長及び副区長にあつて

は「１００分の３８．６２」と、教育長にあつては「１

００分の７３．９４」とする。この場合において、平

成２７年４月から平成２８年２月までの間の中野区

長、副区長又は教育長としての在職月数が１１月に満

たないときは、それぞれ当該割合を乗じて得た額か

ら、同項に規定する合計額に当該満たない月数に１０

０分の０．４３６を乗じて得た額を減じて算定するも

のとする。 

 

別表 （略） 別表 （略） 

  

附 則  

この条例は、平成２８年３月１日から施行する。  

平成２８年 (2016 年 )２月１７日 
総 務 委 員 会 資 料 
経 営 室 経 営 担 当 



（参 考） 
 
   第２条関係 

 区長 副区長 教育長 
現 行 
改正案 
差 

1,241,300 
1,245,600 

      4,300 

996,500 
999,900 

3,400 

844,400 
876,400 
32,000 

 
   第５条関係 

 ３月 ６月 １２月 年間 
現 行 
改正案 
差 

25/100 
25/100 

0 

152/100 
157/100 
  5/100 

156/100 
161/100 

5/100 

333/100 
343/100 
10/100 

 
 


